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令和5年7月1日（土）13:00～15:00、令和5年7月15日（土）10:30～12
:30

まちなか講座（7月）の開催について

KJ00077764

2023年5月23日

①思いやりを伝えるマナー講座
    7/1（土）13:00～15:00

②知るぽると塾in旭川Ⅰ
　あなたに起きる「相続」～変わる法制度と手続きについて～
    7/15（土）10:30～12:30

いずれも定員30名、申込みは6/20（火）から開始、受付は平日
10～16時です。（土、日、祝祭日は除きます）
旭川市シニア大学（フィール旭川7階）0166-25-0022までご連絡
ください。



旭川市教育委員会社会教育部公民館事業課主催

旭川市シニア大学

＜会 場＞ ２講座とも旭川市シニア大学 講座室
＜申込先＞ 旭川市シニア大学までお申し込み

旭川市１条通８丁目（フィール旭川７階）
☎25－0022 又は 直接事務室へ

２講座とも，６月２０日（火）１０時から受付開始
→受付時間１０時～１６時（土・日・祝日除く）

思いやりを伝える

マナー講座
令和５年 ７月 １日（土） １３時～１５時

知るぽると塾 in 旭川Ⅰ

あなたに起きる「相続」
～変わる法制度と手続きについて～

令和５年 ７月１５日(土) 10 時 30 分～12 時 30 分

「感じがいい！」「さわやか！」出会いの印象を左右する

“身だしなみ，身のこなし，話し方”など好感度アップのポイ

ントをお伝えします。コロナ禍後の『新しい生活様式』でのマ

ナーを心がけてみませんか？

講師：旭川市まごころ接遇アドバイザー 素野 香織 さん

相続、遺言、後見制度や不動産に関する新しい制度などについて

わかりやすく説明していただきます。いざという時のために、ご自身や

大切なご家族のために、必要なことをこの機会に考えてみませんか。

講師：北海道金融広報アドバイザー 上村修一郎さん
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